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コロナウィルスに対する更なる感染拡大防止施策について 

 
4 月 10 日付のコロナウィルス感染防止対策を要請し、皆様のご協力のもと少人数での保

育を行うことができました。ここに、皆様のご協力に関し感謝申し上げます。 
とはいえ、その後大きく状況が変化し、東京都も 100 人を超える感染者確認が連日続き、

多摩市内の事業所での集団感染に見られるように、いつどこで感染が広がってもおかしく

ない状況がひっ迫してまいりました。また、コロナ報道の数も日増しに多くなり、今までの

想定と違う現状も垣間見られることで、不安感を増大させられることが起きてきています。 
また、当園におきましても登園している子どもが発熱する例もあり、その判断に苦慮する

状況が続き、職員の負担が大きくなっているのも実情です。 
そのため、感染期間終息にむけ今一度法人内で協議を行い、以下の対策を追加で取ること

を決定いたしました。必ずご確認いただき、今後の対応に一致団結して取り組んでいただけ

ればと思います。あくまでも目的は集団感染の予防です。どうぞよろしくお願いたします。 
 

記 

1. 原則、医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事

しているなど、仕事を休むことが困難な保護者以外の自粛を要請いたします。   

（詳しくは東京都福祉保健局 HP にある休業対象施設をご確認ください。） 

2. 37 度 5 分以上のお熱が出た場合、24 時間の経過観察をお願いいたします。受診の有

無や発熱の経緯をお伺いすることがあります。                  

また、家族が発熱した場合は登園をお控えください。 

3. 職員体制上、合同での保育となる時間帯があります。時間短縮にご協力ください。 
  ※園では罹患リスクを減らすため、各クラスでの保育を基本とし、感染対策を講じます 

が、職員体制に伴い上記の時間帯が発生いたします。 
 
 保護者の中には、休園要請が出れば仕事を休める、という意見も聞かれました。保護者と

園とが団結していくためにも、必要であれば保育園にその旨ご相談ください。 
 

以上 
 
 
 

 
☆ 保育園では家庭で過ごしている子どもたちのためにユーチューブ動画等メディアを
使ったサービスを計画しております。近日中にメールを通してお伝えいたします。 

 


